
 1 

平成３０年度 

第 1回野田市福祉有償運送運営協議会次第 

 

日  時  平成３１年 ３月１４日（木） 

１５時から 

場  所  市役所５階５１１会議室 

 

 

１ 開  会 

２ 議長の選出について 

３ 議  題 

（１）野田市における福祉有償運送事業の実施状況について（公開） 

（２）道路運送法第７９条の規定に基づく新規登録について（非公開） 

４ 閉  会 
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議題１ 

野田市における福祉有償運送事業の実施状況について 

 

１ 移動制約者に係る外出支援施策及び福祉有償運送事業の実施状況について 

（１）移動制約者の状況 

野田市における移動制約者（要介護等認定者や障がい者など移動の制約がある

者）については、平成２８年４月１日現在で８，５９４人であったものが、平成

３０年４月１日現在では８，７３４人となっており、対前年比は、平成２９年４

月１日現在で０．７０％増、平成３０年４月１日現在で０．９２％増となってい

ます。 

 

【移動制約者の推移】 

区  分 ２８年４月１日 ２９年４月１日 ３０年４月１日 備  考 

要介護・ 

要支援者 
３，６８９人 ３，５０５人 ３，５６９人 要介護等状態の居宅

サービス利用者 
 前年比  △４．９９％ １．８３％ 

身体障がい者 ３，１７２人 ３，３２３人 ３，１７０人 
視覚障がい者及び肢

体不自由者、内部障が

い者で３級以上の方  前年比  ４．７６％ △４．６０％ 

知的障がい者 ７５０人 ７６５人 ８４４人 最重度・重度・中度の

知的障がい者 
 前年比  ２．００％ １０．３３％ 

精神障がい者 ９８３人 １，０６１人 １，１５１人 精神障害者保健福祉

手帳の所持者 
 前年比  ７．９３％ ８．４８％ 

合  計 ８，５９４人 ８，６５４人 ８，７３４人 
― 

 前年比  ０．７０％ ０．９２％ 

 

（２）外出支援施策の利用者及び福祉有償運送事業の利用登録者について 

野田市及び社会福祉協議会が外出支援施策として実施している福祉タクシー券

の交付及び福祉カー貸出事業の利用者については、平成３０年４月１日現在で４，

０６１人、さらにＮＰＯ法人による福祉有償運送事業への利用登録者が８２６人

で合計４，８８７人の方の輸送手段が確保されており、対前年比は、平成２９年

４月１日現在で４．１３％増、平成３０年４月１日現在で４．３１％増となって

おり、外出支援施策の利用者及び福祉有償運送事業の利用登録者が着実に増加し

ていることが分かります。 
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【外出支援施策の利用者及び福祉有償運送事業の利用登録者】 

区  分 ２８年４月１日 ２９年４月１日 ３０年４月１日 

外
出
支
援
施
策
の
利
用
（
登
録
）
者 

福祉タクシー券登録者 

（要介護等状態） 
２，５１６人 ２，６４０人 ２，７２９人 

 前年比  ４．９３％ ３．３７％ 

福祉タクシー券登録者 

（障がい者等） 
１，１３３人 １，１８０人 １，２４５人 

 前年比  ４．１５％ ５．５１％ 

福祉カー貸出利用者 ９４人 ８７人 ８７人 

 前年比  △７．４５％ ０．００％ 

計（Ａ） ３，７４３人 ３，９０７人 ４，０６１人 

 前年比  ４．３８％ ３．９４％ 

福祉有償運送事業 

の利用登録者（Ｂ） 
７５６人 ７７８人 ８２６人 

 前年比  ２．９１％ ６．１７％ 

合  計（Ａ＋Ｂ） ４，４９９人 ４，６８５人 ４，８８７人 

 前年比  ４．１３％ ４．３１％ 

 ※外出支援施策の利用者は前年度中における利用者数を掲載 

 

 

（３）潜在的利用意向者の推移について 

上記（２）で示したとおり外出支援施策の利用者及び福祉有償運送事業の利用

登録者が着実に増加しており、それに伴い潜在的利用意向者（移動制約者である

が、外出支援施策の登録者でもなく、福祉有償運送事業の利用登録者にもなって

いない方）も平成２８年４月１日現在の４，０９５人から平成３０年４月１日現

在の３，８４７人と減少しております。 

 

  そうした中、移動制約者に占める潜在的利用意向者の構成比についても、平成

２８年４月１日現在で４７．６５％であったものが、平成３０年４月１日現在で

４４．０５％に減少しておりますが、依然として潜在的利用意向者が４割を超え

ている状況であります。 
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【移動制約者における潜在的利用意向者の推移】     

区  分 ２８年４月１日 ２９年４月１日 ３０年４月１日 

移動制約者 ８，５９４人 ８，６５４人 ８，７３４人 

 

 

外出支援施策の利用者  

（再掲） 
３，７４３人 ３，９０７人 ４，０６１人 

 構成比 ４３．６０％ ４５．１５％ ４６．５０％ 

 福祉有償運送事業  

 の利用登録者（再掲） 
７５６人 ７７８人 ８２６人 

 構成比 ９．００％ ９．２０％ ９．６９％ 

計 ４，４９９人 ４，６８５人 ４，８８７人 

  構成比 ５２．３５％ ５４．１４％ ５５．９５％ 

 潜在的利用意向者 ４，０９５人 ３，９６９人 ３，８４７人 

  構成比 ４７．６５％ ４５．８６％ ４４．０５％ 

 

 

 

 

 

 

外出支援策の利

用者 

 

福祉有償運送事

業の利用登録者 

 

潜在的利用意向

者 
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２ 平成２７年度から２９年度における福祉有償運送事業の実施状況について 

 

（１）登録事業者 

  福祉有償運送事業者については、現在、次の事業者となっております。 

名 称 初回登録年月日 登録期間 車両台数 

ＮＰＯ法人 

なのはな会 
平成 18年 7月 12日 平成 32年 7月 11日まで 

福祉車両４台 

セダン等一般 

車両６台 

 

 

（２）福祉有償運送事業の利用状況 

  平成２８年度から２９年度における延べ利用回数を比較すると、福祉車両で５

７７回（増加率＝２９４．３９％）の増加、セダン等一般車両で３７４回（増加

率＝△１７．１１％）の減少となっており、全体では、２０３回（増加率＝８．

５２％）の増加となっております。また、利用車両別の構成比を見ると、セダン

等一般車両の利用率が約７０％を占めており、手軽に利用できるセダン等一般車

両の利用意向が高いことが分かります。 

また、平成２７年度から平成２９年度の一人当たり延べ年間利用回数を見てみ

ると、若干の増減はあるものの、一人１か月で１回以上は利用している状況です。 

 

 

【延べ利用回数及び一人当たりの延べ年間利用回数】 

区 分 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
28-29年度比 

回数（増加率） 

福祉車両 ２３３回 １９６回 ７７３回 ５７７回（ 294.39％） 

セダン等一般車両 １，９８６回 ２，１８６回 １，８１２回 △３７４回（△17.11％） 

計 ２，２１９回 ２，３８２回 ２，５８５回 ２０３回（  8.52％） 

実利用人数 １１６名 １１１名 １４７名 － 

一人当たりの 

延べ年間利用回数 
１９．１回 ２１．５回 １７．６回 △３．９回（△18.14％） 
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３ 近隣市における福祉有償運送事業の登録事業者等 （平成３０年３月現在） 

市  名 

福祉有償運送事業者 タクシー事業者 

事業者数 
所有台数 

事業者数 
所有台数 

福祉車両 セダン等 福祉車両 セダン等 

松 戸 市 ４ ９ ５２ １１ １４ ５０５ 

柏  市 １０ １０ ４４ １０ １ ３６８ 

流 山 市 ６ ９ １０４ ３ ０ ５１ 

我孫子市 ６ １６ ２８ ４ １ ９０ 

鎌ケ谷市 ３ １４ １３ ２ １ １１６ 

野 田 市 １ ４ ６ ４ ０  ７３ 

 

福祉車両 

 

 

セダン等一般

車両 
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■参考 

１ 福祉有償運送の定義 

 福祉有償運送とは、バス等の公共交通機関によって要介護等認定者や障がい者な

ど、移動制約者の輸送サービスが十分に確保できないと認められた場合、ＮＰＯ法

人等が道路運送法第７９条に基づく登録を行った上で、自家用自動車を使用して営

利とは認められない対価（実費の範囲内）で当該法人等の会員の通院や通所等につ

いて個別輸送サービスを行うことをいいます。 

 なお、株式会社などの営利法人が有償で運送を行う場合（乗合・貸切バス、タク

シー）は、道路運送法第４条（一般旅客自動車運送事業）や同法第４３条（特定旅

客自動車運送事業）の許可が必要となりますが、施設介護事業者（デイサービス、

ショートステイの事業者を含む。）が行う要介護等認定者の送迎については、自家用

輸送であることが明確である場合（ガソリン代等実費相当分のみを徴する場合も可）

に限り、道路運送法に基づく許可や登録は不要となります。 

 

２ 福祉有償運送事業を実施するための手続 

福祉有償運送事業を実施するに当たっては、市が設置する運営協議会においてそ

の必要性や対価等について協議が調うことを要件としており、実施可能なＮＰＯ法

人等であると認められた場合には、国土交通省運輸支局に登録を行うことになりま

す。 

【登録までの流れ】 

 

ＮＰＯ法人等 

               

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村が設置した福祉有償運送運営協議会 

 

国土交通省関東運輸局千葉運輸支局 

①  

申請書等 

を提出 

② 

協議結果

を通知 

③ 

登
録
申
請
（
申
請
書
等
に
市
町
村

の
協
議
結
果
を
添
付
し
提
出
） 

 
 
 

④ 

登
録
の
許
可
通
知 
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３ 福祉有償運送事業を実施するための要件 

（１）必要性の判断 

  市内の輸送の現状に照らしてバス等の公共交通機関のみでは、移動制約者に対

する十分な輸送サービスが確保できないと認められることが必要であり、市及び

市が設置した運営協議会では、移動制約者の人数、バス等の公共交通機関及びボ

ランティア輸送の状況等を勘案して福祉有償運送事業の必要性を判断することに

なります。 

  

（２）運転者の要件 

運転者は、普通第２種免許を所持していることが必要ですが、これを所持して

いない場合には、普通第１種免許を所持し、過去２年間に運転免許停止処分を受

けておらず、国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習会を受講している

ことが必要となります。 

また、セダン等一般車両を運転する場合には、運転手は国土交通大臣が認定す

る講習会を受講した上で、さらに国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を

修了済みであるか、介護福祉士の資格が必要となります。 

 

（３）登録期間 

  登録日からは原則２年間（更新の際、有効期間内に重大な事故がない場合等は

３年） 

 

（４）管理運営体制 

  運行管理及び指揮命令、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応、苦

情処理に係る体制、その他安全の確保並びに利用者の利便の確保に関する体制が

明確に整備されていることが必要となります。 

  なお、野田市では、独自に福祉有償運送運営協議会運営指針（以下「ガイドラ

イン」とします。）を作成し、四半期ごとに運送状況を始め運行記録や利用会員名

簿等の提出を求めるなど、市が運営状況を常に把握する体制を取っております。

また、運転者が要介護等認定者や障がい者等の対応に精通しているとは限らない

ことから、福祉有償運行マニュアル（以下「運行マニュアル」とします。）も作成

し、運転者の心構えや接遇などについて指導及び徹底を図っております。 

 

（５）運送の対象者 

  要介護等認定者及び身体障がい者並びにその他単独では公共交通機関の利用に

よる移動が困難であって、あらかじめ福祉有償運送事業者に会員登録をしている

者 
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（６）利用できる車両 

  乗車定員が１１人未満の自家用自動車であること。 

① 乗車車両 

・ 車いす又はストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な設 

    備を設けた自動車 

・ 回転シート又はリフトアップなど乗降を容易にするための装置を設けた自 

動車 

② セダン等一般車両（貨物運送に供する自動車を除く。） 

 

（７）損害賠償保険 

  使用車両の全てが対人無制限及び対物１，０００万円以上の任意保険又は共済

（搭乗者障害を対象に含むものに限る。）に加入することが必要です。 

 

（８）運送の対価 

  営利に至らない範囲（タクシーの上限運賃のおおむね１／２を目安）として運

営協議会で判断します。 

 

（９）法令遵守 

  登録を受けようとするＮＰＯ法人の役員が道路運送法第７条の欠格事由に該当

する者でないこと。 

 


